
令和 2年 2月 17 日 

今治明徳短期大学 

【受験生のみなさまへ】 

新型コロナウイルス感染症等への対応について(2.17) 

 本学の令和 2年度入学試験当日に、新型コロナウイス感染症等の感染症に感染した、また

は感染の恐れがある場合は、試験当日の午前 9時 30 分までに、必ず本学入試課へご連絡く

ださい。 

 

 新型コロナウイルス感染症等（ 学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症を含

む）に感染、またはその疑いがあると医師に診断された受験生は、他の受験生等への感染の

恐れがありますので、受験をご遠慮願います。その場合、入学検定料等の返還は行いません

が、追試験等の特別措置を行う場合があります。該当する受験者は、医療機関等からの勧告

を受けた日から各入学試験の当日 9時 30 分までに入試課へご連絡ください。 

  

 試験当日に発熱や咳などの症状がある受験生は、必ずマスクを着け、時間に余裕をもっ

てご来場ください。試験会場に到着後、あるいは試験中に著しく症状が悪化した場合

には、本学の職員にすみやかに申し出、指示に従ってください。 

 症状がない受験生も、試験会場ではなるべくマスクを着け、手洗いを励行してください。

本学では、会場建物の入口に、アルコール消毒液を設置していますので、適宜ご利用く

ださい。 

 マスクを着用しての受験は可能ですが、本人確認などのため、試験監督者から指示があ

った場合はマスクを取り外してください。 

 試験監督者など、本学教職員もマスクを着用する場合があります。 

 

 受験されるみなさまには、本学のホームページ等にご注意いただき、できるだけ情報収集

に努めてください。手洗い、うがいの励行やマスクの着用など体調管理に十分に注意して試

験に臨んでください。 

 

 今後の情勢変化等を踏まえ、対応を見直すことがある場合は改めて本学ホームページにて

お知らせいたします。 

 

 新型コロナウイルス感染症の情報は以下のホームページを参考にしてください。 

 ・内閣官房ホームページ 新型コロナウイルス感染症の対応について）   

今治明徳短期大学 入試課 

℡ 0898-22-7279 

http://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html

